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厚生労働省老健局s+画速長通知

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準j第97条第8項等に規定する自已評

価-外部評価の実施等について

沿革

平成21年3月27日老ぜ菊第0327001号、27年3月27日老介発0327第1号、老高発0327第1号.老振発0327第1号、老老発0327第2号、令和3年3月16日

老高発0316第3号、老誘発0316第6号、老老発0316第5号改正

標B3については、「指定地域密着型サーピスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号。以

下「地域密着型サーピス指定基準」という。)第97条第8項及び「指定地域密着型介護予防サーピスの事業の人員.ホ備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サーピスIこ係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号。

以下「地域密着型介講予防サピス指定基準」という。)第86条第2項において.指定。B知症対応型共同生活介護事業者又は指定介ま予

防認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)に対し、自ら提供する介護サーピスの質の,ギ価(以下「自己。平個」とい

う。)を実施し、定期的に外部の者による。ギ価(以下「外部。ギ価」という。)を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられて

いるところであるが、モれらに係る具体的な事項に関し、下なのとおり定めたので、ご了知の上、管内市町村、関係団体, ぶ当事業所並

びに各都道府県が選定する外部ば価機関への周知をお願いいたしたい。

また、本通知の発出に伴い、「。s知症高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老。+発第13号本職通知)1

「認知症高齢者ヴループホームの自己評価項目の参考例等について」(平成14年1月28日老計発第3号本職通知)、「指定ホ知症対応型

共同生活介まGS知症高齢者グループホーム)が提供する外部評価の実施について」(平成14年7月26日老計発第の26002号本職通

知)、「ぼ知症介ま研究.研修東京センタが。ギ価機関としての業務をbう際のち体的な手続等についてj (平成14年7月31日老。+発第

0731001号本職通知)については、庚止する。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第6フ号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助二として発出するものであ

る。

;e

1自己評価及び外部ホ価について

地域芦着型サービス指定基準及び地域密着型介護モ防サピス指定基準は.すべてのる知症対応だ共同生活介護(介護予防事業所を含
む。以下同じ。)の事業者が常に遵守しなければならない最低水準の基準であり、市町村の指導監査や立ち入りよ査において遵守状況の

点検がなされるものである。

自已評価及び外部,ギ価の実施については、地域密着型サーピス指定基準の第97条第8項及び地域密着型介達予防サーピス指定基準第86

条第2項に規定されたものであるが、自己。平価は、サピス水準の向上に向けた自発的努力と体制づ〈リをぼ導し、その内容及び範囲に

おいて, これらの指定基準を上回るものとしてる定されるものであり、外部。ギ価は1第三者による外部ぼ価の結果と.当3結果を受ける

前に行った自已。ギ価の結果を対比して両者の異Bにつし\て考察した上で.外部評価の結果を踏まえて総括的な。ギ価をbうこととし、これ

によって, サーピスの質の,ギ価の客観性を高め、サーピスの質の改善を図ることを狙いとするものである。

各事業者は、自己。制因及び外部。ギ価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサーピスの質の改善を常に図ることが、指定基準

により義務付けされているので.利用者に対しサーピスを提供するに当たって、すべての介速従業者に対し、十分に意識付けを図ること

が重要である。

2自己ぼ価及び外部評価の実施回数

(1)事業者は、都道府県が定める実施回数に従い自B評価及び外部,ギ価を実施するものとする。

(2)都道府県は、事業所ごとの自己eギ価及び外部。ギ価の実施回数を定めるにあたっては、原則として.少な〈とも年に1回は自己評価及

び外部ぶ価を実施させるものとすること。

(3)都道府県は.過去に外部評価を5年間継続して実施している事業P斤であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合Iこは、(2)の

規定にかかわらず、当該事業者の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる。この場合、外部ぜ価を実施しなかった年につい

ては.r5年間継続して実施している事業F斤」の要件の適用に当たっては.実施したものとみなすkととする。

なお、都道府県は.当S実施回数を適用することについて、あらかじめ、当。を事業所の指定及び監督をbっている市町村と協議し、旧

意を得るものとする。

ア引紙4の「1自己。ギ価及び外部。ギ価結果」及び「2目標達成S+画」を市m村に提出していること。

イ運営推進会議が、過ち1年間に6回以上開催されているkと。

ウ運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。

ェ引紙4の「1自已ぜ価及び外部,ギ価結果」のうち、外部。ギ価項目の2、 3. 4 , 6の実践状況(外部ぼ価)が適切であること。

自己ホ価の実施

事業者は、各都道府県の定める自己。平価に係る項目により、自ら提供するサーピス等について、。ギ価を行うものとする。ば価を行うに

当たっては、当。を事業P斤を。を置-運営する法人の代表者の責任の下に、管理者が介。き從業者と協議して実施するものとする。なお、各都

道府県の定める自己,ギ価に係る項目の参考例については、別紙1のとおりであること。

4外部ホ価の実施手続き

(1)事業者から。ギ価機関に対する申込み

ア事業者が外部ぜ価を受けようとするときは、都道府県から連絡先等について情報提供を受けているホ価機関(各都道府県が管内のぼ知

症対応型共同生活介護事業所に係る外部評価を適切に実施する能力があるとぼめて選定した法人をいう。以下旧じ。)に申し込むこと。

イ評価機関の具体的な要件及び選定手続等については、別紙2の1のとおりとすること。

また、各都道府県の定める外部,ギ価に保る項目の参者例、ホ価よ査員が受速する研修、評価機関が業務を行う際の実施要領のひな形及

び,ギ価機関が事業者と契約をhう際のば価業務委。モ契約書の参考例については、モれぞれ別紙1、別紙2の2、別紙3の1及び別紙3の

2のとおりであること。

(2) ,ギ価機関による外部,ギ価の実施

ア事業者は.,キ価機関に申し込んだ後、同機関との間で,イ価業務委托契約を結び、その契約に基づきB機関に対してば価手数料を支仏う

� �二 0 ,

イ。ギ価機関は、別紙3の1のひな形に基づき実施要領を定め、当該要領及び事業者と結んだぱ価業務委。モ契約に基づき外部ぜ価をbうこ

と。
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5 結果の公表について

(1)ば価機関は、当該サーピスの利用を希望する者による事業所の選択に資するために、独立h政法人福祉医療機構が運営する「福祉保

健医療情報ネットワークシステム(WAMNET) Jを利用して、別紙4の「1自己評価及び外部。ギ価結果」及び「2目標達成計

画」(以下「評価結果等jという。)を公開するkと。

(2)事業者は、。ギ価結果等を.

ア利用申込者又はその家族に対するを明の際に交付する重要事項をミ3した文書に添付の上、説明するkと。

イ事業p斤内の見やすい場p斤に揭ホする.自ら。受置するホームペジ上に掲示するなどの方法により、広〈開示するkと。

ウ利用者及び利用者の家族へ手交若しくは送付等により提供を行うこと。

ェ指定を受けた市町村に対し、ば価結果等を提出すること。

この場合の市町村とは、事業所が存する市町村に限らず1平成18年4月1日以降.指定を受けた他の市町村に対しても旧様の取扱いと

する。

才評価結果等については、自ら設置する運営椎進会議においてま明すること。また、併せて別紙4のF3サピス評価の実施と活用状

況」について作成し、説明するkとが望ましいこと。

(3)事業p斤が存する市m村は、当。をサピスの利用を希望する者による事業所の選択に資するために̃事業所から提出された評価結果等

を管内にを置する地域包括支操センター¦二提供するとともに.市町村の窓口及び地域包括支援センターの窓口の利用しやすい場所に掲示

等をhうこと。

6キ昌祉サーピスの第三者評価、介護サーピス情報の公表制度及び運営推進会。義との関係

(1)福祉サピスの第一者評価(社会福祉法人等の提供する福祉サーピスの質を事業者及び利用者以外の公正’中立な第三者機関が専門

的かつ客観的な立場からむった評価をいう。)については.け■祉サーピス第者ぱ価事業に関する指針について」(平成16年5月フ日

雇児発第05の001号、社援発第0507001号、老発第05旧001号)及び「 「福祉サーピス第三者ば価基準ガイドフィンにおける各ぼ価項目の

判断基準に関するガイドライン」について」(平成16年8月24B雇児総発第0824001号、社援基発第0824001号、老。+発第0824001号)を

発出し、福祉サーピスに共通しちぼ価基準の考え方.ば価のボイント、。ギ価の着眼点等を示したところであるが、。s知症高齢者グループ

ホムについてl±.本通知に基づ〈外部。ギ価の実施をもって、前,0通知にいう福祉サピス第=者,ギ価を実施しだものとみなすkととす

る。

なお、本件については.厚生労働省雇用均等’原童家庭局.社会’援護局及び同局障害保健キ■祉部とも協,義済みである旨、申し添え

る。

(2)介速保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づ〈介護サーピス情報の公表制度(以下「情報公表制度」という。)は、利用者に

よるサーピスの選択を支援するため客観的な事実情報を公表するものであるが、一方、外部。ギ価制度は、事業者が行うサピスの質のぱ

価の客観性を高め、サーピスの質の改善を図ることを狙いとしている。

kのように、両制度は異なる目的のためにt了われるものであることから.いずれの制度も適切に実施する必要があること。

(3)地域密着型サーピス指定基準第108条において準用する第34条第1項及び地域密着型介護予防サーピス指定基準第64条において準用

する第39条第1項に規定される運営推進会議を活用した。ギ価は̃ 「第三者による評価」という点において、外部な価と同様の目的を有し

ていることから.「指定地域密着型サピスの事業の人員1。受備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介譲.医療速携推進会

議1第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する蓮営椎進会議を活用した,ギ価の実施等につ

いて」(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)で示した。平価の実施方法に從い、運営推進会達を活用した。ギ価を受け

た場合は、外部。平価を受けたものとみなすこととする。

モの他

各都道府県は、本通知の内容について、ふギ価機関に対する適切な情報i=達を行うとともに、各,平価機関と連携し、現在。ギ価⑩査員とし

て活動している者に対するフォロアップ研修等を開催するなどの対応をお願いしたい。
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項

ほ¦¦紙1)

認知症対応坦共同生活介護事業p斤に係る自B評価及び外部,ギ価の。ギ価項目

項目

番号

自己評外部評

価 価

I理念Iこ基づ〈運営

1 1理念の共有と実践

(参考例)

目

・?<は /\\ 項 目

10

11

12

13

14

地域密着型サーピスの意義を踏まえた事業所理念をつ〈リ・管理者と職員は.その理念を共有し

て実践につなげている

利用者が地域とつながりながら暮らし続けられるよう.事業P斤自体が地域の一員として日常的1=

交於している

事業所は.実践を通じて積み上げている。g知症の人の理解や支援の方法を、地域の人々¦二向けて

活かしている

運営推進会議では、キI用者やサーピスの実際.評価への取組み状況等について報告や話し合いを

bい、モこでの意見をサーピス向上に活かしている

ホ町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所の実情やケアサーピスの取組みを積植的l=kス

ながら、協力関係を築くように取り組んでいる

代表者及び全ての職員が「指定地域密着型サーピス指定基準及び指定地域密着型介涯予防サーピ

ス指定基準I二おける禁止の対象となる具体的なb為」を正し〈理解しておリ・玄関の施錠を含め

て身体拘束をしないケアに取り組んでいる

管理者や職員ば、高齢者虐待防止法等Iこついて学ぶ機会を持ち、モI用者の自宅や事業所内での虐

待が見過ごされることがないよう注意を払い.防止に努めている

権お擁速に関する制度の理解と活管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要性

用 を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支撞している

契約に関するぶ明と納得 契約の締結、解約又は改定等の際は.キI用者や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分なぶ明を行い

理解.納得を図っていろ

6運営に聞する利用者.家族等意見利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員並びIこ外部者へ表せる機会を設け、それらを運営Iこ

2事業pfと地域とのつきあい

事業所の力を活かした地域貢献

3運営推進会,義を活かした取組み

4市m村との連携

5身体拘まをしないケアの実践

虐待の防止の徹底

の反映

'運営Iこ関する職員意見の反映

就業玲境の整備

職員を育てる取組み

H業者との交モを通じた向上

反映させている

代表者や管理者は、連営し関する職員の意見や提案を聞〈機会をるけ.反映させている

代表者は、管理者や職員個々の努力や美績、勤務状況を把握し、給与水率、労働時間.やリがい

など.各自が向上心を持って働けるよう職場環境.条件の整備Iこ努めている

代表者は.管理者や職員一人ひとりのケアの実際と力量を把握し.法人内外の研修を受ける機会

の確保や、働きながらトレーニンダしていくことを進めている



代表者は.管理者や職員が同業者と交流する機会をつくリ、ネットワークづくリや勉強会、相互

訪問等の活動を通じて、サーピスの質を向上させていく取組みをしている

n安心とに頼I二向けた関係づくりと支援

15 初期I-築く本人との仁頼関係 サーピスのキI用を開始する段階で.本人が困っているkと、不安なこと、要望等Iこ耳を傾けなが

ら、ホ人の安心を確保するための関係づくりに努めている

初期Iこ築く家族等との仁賴関係サーピスのキI用を開始する段階で.家族等が困っていること、不安なこと.要望等I二耳を傾けな

がら-関係づくリI二努めている

サピスのモi用を開始する段階で.本人と家族等が「その時」まず必要としている支摸を見極

め.他のサーピス利用も含めた対応に努めている

職員は.本人を介まされる一方の立場に置かず.暮らしを共Iこする者同±の関係を築いている

本人を共に支え合う家まとの関係職員は.家族を支援される一方の立場に置かず、本人と家族の料'を大切Iこしながら、共に本人を

支えていく閲係を築いている

8動染みの人や場との関係継続の支本人がこれまで大切ししてきたぼ染みの人や場所との関係が途切れないよう.支援Iこ努めている

援

利用者同±の関係を把握し、一人ひとりが孤立せずIこ利用者同±が関わリ合い、支え合えるよう

な支援Iこ努めている

サーピス利用(契約)が終了しても.kれまでの関係性を大切にしながら1必要に広じて本人-

家族の怪過をフオローし、相談や支援に努めている

mその人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

16

17

18

19

20

21

22

初期対応の見極めと支援

本人と共Iこ過ごし支えあう関係

禾I用者同士の関係の支援

関係を断ち切らない取組み

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

9思いやりや意向の把涯 一人ひとりの思いや暮らし方の希望.意向の把握に努めている。困雜な場合ば、本人本位I二検な

している

これまでの暮らしの把握 一人ひとりの生活歷や馬染みの暮らし方、生活環境、これまでのサーピス利用の経過等の把握¦二

努めている

暮らしの現状の把握 人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する力等の現状の把握に努めている

1チームでつくる介まけ画とモータ本人がより良〈暮らすためのま題とケアのあり方Iこついて.本人、家族、必要な関係者と,モし合

リング し、、それぞれの意見やアイディアを反映し.現状に即した介ポ,+画を作成している

個glの記録と実践への反映 日々の様子やケアの実践.結果.気づきやェ夫を個stB録に。e入し、職員間で情報を共有しなが

ら実践や介護ホ画の見直しに活かしている

一人ひとりを支スるための事業所本人や家族の状況、その時々Iこ生まれるーズに対応して.既存のサーピスに捉われない、柔軟

の多機能化 な支撞やサピスの多檢能化に取り組んでいる

地域資源との協働 一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握し, 本人が心身の力を発揮しながら安全で豊か

な暮らしを楽しむことができるよう支援している

11かかりつけ医の受を診断 受診は、本人及び家族等の希望を大切にし.納得が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築き

ながら、適切な医療を受ナられるようIこ支援している

看護職員との協働 介,g職員は.日常の関わりの中でとらスた情報や気づきを、職場内の看,g職員や訪問看ぶ姉等に

伝えて相。セし1個々のキI用者が適切な受ホや看,養を受けられるように支援している

入退院時の医療機関との協働 利用者が入院した際.安心して治療できるように.また、できるだけ早期I二退院できるようIこ.

病院関係者との情報交換や相談に努めている。又は、そうした場合に備えて病院関係者との関係

づくりをbっている

12重度化や終末期し向けた方針の共重度化した場合や終末期のあリ方について、早い段階から本人.家族等とぼし合いをbい、事業

有と支援

急変や事故発生時の備え

13災害対策

所でできることを十分Iこぶ明しながら方針を共有し.地域の関係者と共にチームで支操¦二取り組

んでし1る

禾J用者の急変や事故発生時Iこ備えて、全ての職員は応急手当や初期対応の」I練を定期的に行い.

実践力を身に付けている

火災や地震.水害等の災害時に.岳夜を問わず利用者が避難できる方法を全職員が身につけると

ともIこ、地域との協力体制を築いている

IVその人らしい暮らしを続けるための日々の支摸

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

43

¦4一人ひとりの人格の尊重とプライー人ひとリの人格を尊重し、誇りやプライバシーを損hないミ葉かけや対応をしている

パシの確保

利用者の希望の表出や自己決定の日常生活の中で本人が思いや希望を表したり.自已決定できるように働きかけている

支援

職員t0Jの決まりや都合を優先するのではな〈、人ひとりのペースを大切しし、その日をどのよ

うに過ごしたいか、希望にそって支援している

その人らしい身だしなみやおしやれができるようIこ支援している

食事が楽しみなものI二なるよう、人ひとりの好みや力を活かしながら、利用者と職員が一緒に

準備や食事.片付けをしている

食べる量や栄養パランス・水分量が一日を通じて確保できるよう、人ひとりの状態や力、習慣

に応じた支按をしている

口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一人ひとリの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ

アをしている

排推の失敗やおむつの使用を滅らし.一人ひとリの力や排池のバターン・習慣を活かして、トイ

レでの排旭や排池の自立Iこ向けた支操を行っている

便秘の原因や及ぼす影響を理解し.飲食物のェ夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に取

り招んでいる

17入浴を楽しむことができる支操一人ひとりの希望やタイミンヴI二合わせて入浴を楽しめるように.職員の都合で曜日や時間帯を

決めてしまわずIこ、個々Iこ応じた入浴の支援をしている

一人ひとりの生活習慣やその時々の状況Iこ応じて.休息したり、安心して気持ちよ〈眼れるよう

支援している

一人ひとりが使用している藥の目的や副作用.用法や用量について理解しており、服薬の支援と

症状の変化の確認に努めている

張り合いや喜びのある日々を過ごせるように.人ひとりの生活歴や力を活かした役割.瞳好

品.楽しみごと、気分転換等の支援をしている

一人ひとyのその日の希望にそって、P外に出かけられるよう支援に努めている。また.普段は

bけないような場所でも.本人の希望を把握し.家族や地域の人々と協力しながら出かけられる

ように支援している

日々のその人らしい暮らし

身だしなみやおしやれの支操

15食事を楽しむことのできる支操

栄養摂取や水分確保の支援

口腔内の清潔保持

16排祖の自立支操

便秘の予防と対応

安眠や休息の支援

服薬支操

役割、楽しみごとの支援

18日常的な外出支援
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51

52

53

54

55

お金のホ持や使うことの支操

電まや手紙の支援

19居心地のよい共用空間づくり

職員は.本人がお金を持つことの大切さを理解しており、一人ひとりの希望や力にホじて、お金

を所持したリ使えるように支援している

家族や大切な人に本人自らが電。モをしたり.手紙のやり取りができるように支援をしている

共用の空間(ち関、廊下.居間.台所、食堂、浴室、トイレ等)力、\利用者にとって不快や混乱

をまねくような刺激(音、光、色、広さ.温度など)がないようIこ配慮し.生活感や季節感を採

り入れて.居心地よく過ごせるようなェ夫をしている

共用空間における一人ひとりの居共用空間の中で.独リになれたy、気の合った利用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の

場所づくり ェ夫をしている

2居心地よく過ごせる居室の配慮居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相,gしながら.使い慣れたものや好みのものを活か

して.本人が居心地よ〈過ごせるようなェ夫をしている

一人ひとりの力を活かした安全な建物内部は一人ひとりの「できること」やrわかるkと」を活かして、安全かつできるだけ自立

環境づくり した生活が送れるようI ニェ夫している

アウトカム項目

56 職員は.キi用者の思いや願い、春①ぼぼ全てのキI用者の

らし方の意向を個んでいる ②キI用者の3分の2 くらいの

③ネI用者の3分の1くらいの

④ぼとんど掘んでいない

57 利用者と職員が.緒にゆったり①毎日ある

と過ごす場面がある ②数日に1回程度ある

③たまにある

④ほとんどない

58 和用者は、人ひとりのペースで①ほぼ全ての利用者が

暮らしている ②利用者の3分の2 くらいが

③利用者の3分の1くらいが

④ぼとんどし、ない

59 ネi用者は.職員が支援することで①ぼぼ全てのキI用者が

生き生きした表情や姿がみられて②利用者の3分の2 くらいが

いる ③利用者の3分の1くらいが

④ぼとんどいない

60 利用者は.戸外へのむきたいとこ①ぼぼ全てのキI用者が

ろへ出かけている ②キI用者の3分の2 くらいが

③和用者の3分の1くらいが

④ぼとんどいない

61 利用者は、健康管理や医療面.安①ぼぼ全ての利用者が

全面で不安なく過ごせている ②ギI用者の3分の2 くらいが

③ネi用者の3分の1くらいが

④ほとんどし1なし\

62 利用者は.その時々の状況や要望①ほぼ全ての利用者が

に応じた柔軟な支操Iこより.安心②利用者の3分の2 (らいが

して春らせている ③利用者の3分の1くらいが

④ぼとんどいない

63 職員は、家族が困っていること、①ぼぼ全ての家族と

不安な ②家族の3分の2 (らいと

こと.求めていることをよく雜い③家族の3分の1くらいと

ており、仁賴関係ができている④ぼとんどできていない

64 通いの場やヴループホームにお染①ぼぼ毎日のように

みの人や地域の人々がユねて来て②数日に1回程度

いる ③たまに

④ぼとんどない

65 運営推進会遷を通して.地域住民①大いに増えている

や地スの関係者とのつながりの拡②少しずつ増スている

がりや深まりがあり.事業P斤の理③あまり増えていない

解者や応援者が増えている ④全〈いない

66 職員は.活き活きと働けている①ぼぼ全ての職員が

②職員の3分の2 くらいが

③職員の3分の1くらい力(

④ぼとんどし、なし\

67 職員から見て、利用者はサーピス①ぼぼ全ての和用者が

Iこおおむね満足していると思う②利用者の3分の2 くらいが

③利用者の3分の1くらいが

④ぼとんどいない

68 職員から見て、利用者の家族等は①ぼぼ全ての家族等が

サーピスにおおむh満足している②家族の3分の2 くらいが

と思う ③家族の3分の1くらいが

④ぼとんどできていない

(別紙2の1)

外部評価の,ギ価機関の要件及び選定手続等について

外部評価の,利団機関の要件、。ギ価機関となるための選定の手繕等については次のとおりであるので、各都道府県におかれては、これに

基づき更体的な要件等を定め、管内の評価機関となることを希望する法人に対して周知していただくとともに、各法人から評価機関とな

るkとI二ついての申請がなされた場合には、その申。肖内容が見体的な要件等を満たしているかどうかを審査し、満たしている場合には,平

価機関として選定することとされたい。

1 ,ギ価機関の要件

(1)法人であるkと。

(2) 2の要件を満たすば価ン査員を、必要数確保しているkと。

(3)巧知症介護に関する学。哉経験者.ぼ知症対応型共口生活介護事業者、0S知症高齢者等の家族の代表者等からなるば価審査委員会を。受

置しているkと。
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評価審査委員会は、別紙3の1の6の(3)のただし書きによる場合のIまか-1年に1回を目途として定期的¦こ開催され̃ぼ価事業につ

いて報告を受け、その内容について意見を述べ、ぜ価事業の運営の適正化を図るものであること。

(4)才価結果について、独立b政法人ネ■祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」に掲載して

公表することとしていること。また、当。を手続をむう担当者が配置されていること。

(5)次に掲げる規程等を定め.それらに基づいて適切に業務が行われる体制となっていること。

アぼ価依頼の受付.ば個手続、才価審査委員会の手続、WAMNETによる情報公開等を盛り込んだ外部評価実施要領(別紙3の1参

照) 、

イ外部。平価の実施に関し、評価を受けようとする事業者との間で締結する契約書の参考例(別紙3の2参照)

ウその他都道府県において定める書類

(6)公正中立な立場で外部。ギ価を実施することが困難な状況があるなど、都道府團において.当。を法人に外部ホ価をむわせることが不適

当とぽめる事由がないkと。

(不適当である例)

ア当。をま人が自ら認知症対応型共同生活介速事業所を設置’運営しているとき。

イ当該法人の理事会等の構成員の多数が、巧知症対応型共口生活介護の事業者又は従業者によって占められているとき。

ウ外部評価をぞ了う上で十分な資金。+画が立てられていないなど、安定的な事業運営の可能性に疑義があるとき。

評価調査員の要件

(1) 。ギ価認査員¦±、当該評価調査員が属するば価機関がF斤在する都道府県又は都道府県が指定した法人が実施するば査員養成研修を受請

しているものであるしと。

ただし、他の都道府県又は指定するま人において実施されたン査員養成研修又は関連の研修(3,知症介護実践研修(旧実務者研修を含

む)、介護相威員養成研修等)を既に修了した者にあっては、カリキュラムの全部又は一部が重複している場合には.選定を行う都道府

県の判断により、当ぶ部分を受講していな〈てもこの条件を満たしたものとして取り扱って差し支えない。

(2) 。ギ価説査員は、第三者としての客観的な観点から評価の実務を行うに当たって.不適当と⑤める事由がない者であること。

(不適当である例)

7 。s知症対応型共同生活介護事業所を運営している者。

イ。s知症対応型共同生活介護事業所に勤務している者。

ウ認知症対応型共同生活介ま事業者Iこより組織される団体の役職員。

。ギ価機関の選定手続等

(1)都道府県から評価機関としての選定を受けようとする法人は、都道府県の所管課に次の書類を提出し、審査を受けるものとする。

①,ギ価機関選定申込書

②法人の定款、寄附行為等及び法人登ミ3簿の謄本

③ホ価�査員名簿

④ぜ価審査委員会の委員名簿及び各委員の就任承虚書

⑤委員が団体等の職員である場合は、P斤属長の就任承。S書

⑧ぜ価手数料及びモの算定根拠

その他都道府県において必要と巧める書類

(2) 。ギ価機関は、選定を受けた後に前項の内容のいずれかに変更が生じたときは.変更後の当S害類を遅滞な〈都道府県のF斤管Jに提出

するものとする。

(3)都道府県は、評価機関を選定したときは、当該機関の名称、連絡先、,ギ価手数料、ぱ価冗査員の数等の情報を.管内の事業P斤に通知

するものとする。

なお、各事業所によるぜ価機関の選択等に資するため、通知した内容についてホームページ等を活用し、広〈情報提供するものとす

る。

(4) 。ギ価機関は選定を受けた後に。ギ価事業を廃止しようとするときは、事業終了の3か月前までに廃止の理由を付して都道府県のF斤管速

に届け出るものとする。

都道府県は、当&届出を受理したときは、管内における事後の外部評価が円滑にhわれるよう、必要な手当を行うものとする。

(5)都道府県は.適切に評価機関を監督指導するものとし、現に外部ぜ価業務を行っていない場合、選定したぱ価機関がモの要件を欠く

に至つた場合、モの他公正中立な立場で,ギ価をhうのにふさわし〈ないと思われる状況が生じた場合には.選定を撒回するものとする。

なお、この場合の手続等については、次のとおりとする。

①都道府県は.選定した。ギ価機関について、毎年、外部評価業務の実施件数、評価結果等を把握するとともに、必要に応じて、選定の要

件が具備されているかを確。sするために.書類の提出を求め、,ギ価機関の職員から状況を聴取し、又は必要なぼ査を行うことができるも

のとする。

②,ギ価機関は、前旧の�査等がなされるときは、積柿的にこれに協力するものとする。

③都道府県は、現に外部。ギ栖業務が行われていないとき、又は、評価機関としての要件を欠く艮体的な事実を確。Sしたときは、期限を付

して当該事実の是正を求め、是正されない場合には選定を撒回するものとする。

④都道府県は、選定の撒回に当たっては、文書をもって通知しなければならないものとする。

4その他の留意事項

(1)都道府県は、すべてのば価機関を集めた研修等を開催するなど、管内のぼ価機関の。ギ価の質の向上を図るための取組を行うものとす

る。

(2)都道府県は、管内の介護サーピス事業P斤る置数及び介達保険事業支援。+画等を踏まえた設置見込み数を勘案し、管内のすべての事業

所について少なくとも1年に1回の外部評価を実施するkとが可能な,ギ価旧査員の数を確保すること。この際.1つの事業P斤に対し複数

のホ価調査員が共同で評価を実施することに留意すること。

なお、管内において既Iこ外部,ギ価を実施するぱ価機関が選定されている場合又は複数の評価機関がホ価業務を行うことを申し出ている

場合Iこは、各。ギ価機関の規模等を勘案した上で、それぞれ適切と。Sめられる数の評価錮査員を確保し、全体として管内のすべての事業所

に対する外部評価が円滑にむわれるようにすること。

(別紙2の2)

。ギ価謂査員養成等研修の実施について

外部ば価のミギ価機関のば価③査員が受講することとしている研修については次のとおりであるので、各都道府県におかれては、これに

基づき研修を実施するとともに、管内の評価機関に対し周知されたい。

1実施主体

評価③査員養成研修の実施主体は、都道府県又は都道府県知事が指定した者(以下「指定研修機関」という。)とする。

2対象者

(1)ぱ価ぽ査員養成研修

外部評価を実施する,ギ価機関に属する者(予定を含む。)であって.今後ぶ価⑩査員として従事しようとするもの。

(2)フオローアップ研修
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外部,ギ価を実施するぜ価機関に属する者であって、現に。平価③査員として從事しているもの。

研修科目及び研修時間数等

。ギ価�査員養成研修及びフオローアップ研修に係る研修科目及び研修時間数等については別添のとおりとする。

名簿の取扱いについて

都道府県知事又は指定研修機関の長は、研修修了者に対し、修了a正明書を交付するとともに、研修修了者について.修了年月日、氏

名、生年月日等必要事項をな載した名簿を作成し、菅理する。

5指定研修機関の指定に係る留意事項

(1)指定研修機関の指定に係る要件

指定研修機関の指定を行うに当たっては.以下の要件を満たすものでなければならない。

①。ギ価�査員が所属する。ギ価機関を運営する法人以外の法人であること。ただし、ぼ価ぼ査員が所属するぼ価機関を運営する法人であっ

て、研修を実施する部署と外部。ギ価を実施する部署とが独立した関係にあるなど、研修の実施状況を客観的に確ぶするkとができると都

道府県知事がぼめる場合には、この限りではない。

②達師、会場等の研修体制及び事務処理体制が確保されていること。

③会計帳薄、決算書類等が整備されているとともに、適正な桂埋処理がhわれていること。

④研修修了者名薄等を継続的に管理する体制が確保されていること。

(2)指定研修機関に係る要件

指定研修機関は.以下について適切に行われなければならない。

①研修受講者に研修内容等を明示するため、少な〈とも次に揭げる事項を明らかにした規程を定めるkと。

-研修事業の名称

-実施場F斤

②

③

I研修課程

'講師氏名

'研修修了の。6定方法

‘受。肖資格

‘受ま手続き

I受講料等

研修の受講状況等を把握し.保存する'と。

事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持については.厳格に行うkと。

④演習等において知り得た個人の秘密の保持について厳格にむうとともに.研修受講者に対しても、この点につき十分に留意するよう指

導すること。

(別添)

1 。平価盛査員養成研修(標準カリキュラム)

,黃 義 内 容

高齢者が地域で碁らし続けるための

介遂の理解

。忍知逸対応型共同生活介護の基本理

解

サーピス評価の必要性と目的

サーピスぶ価の巧れと手続き

訪問ぼ査実習

実習を踏まんたポ査方法.項目の理

解

地域での高鈴者の春らし

3知症をもたらず病気

認知症の人の特徵とたどる経過

これからの高齢者及び認知途の人の介漠

歴史

特徵と役害i

4現状と課題

1サピス。ギ価の目的

サーピス。ギ価の位置付け

3サピスの質の確,5

1サーピス〕ギ価の進め方

J価項目の内容と理解

3ホ問成査の具体的な手法

1実地3問調査

ポ査報告書2入演習

1ポ査方法¦こついて

ホ価項目の理解について

報告書ぜ入方法について

研修のまとめ

3

研修修了後レポート作成

i+

2フォロアップ研修(標準カリキュラム)

.s 義 内 容

外部ぼ価制度の改正について

ぶ価項目の内容、理解

ぶ価③査員の力量向上に向けて

研修のまとめ

1平成21年度の外部ぶ価制度の改正について

2介gサピス情報の公表制度と外部3価制度の趣旨及び目的等の理解

外部巧価の今までの振リ返り

1評価項目の改定について

ぼ価項目の内容

1事業所との対話方法(ヒアリンヴ演習)

外部ぜ価票のば入方法(ぜ述演習)

筆ぶせ験

pt

時

講義

演習

ま義

演習

■黃義

演習

,黃-

演習

訪問

演習

講義

演習

時

講義

演習

, 養義

演習

間

100分

20分

180分

60分

90分

30分

200分

40分

330分

150分

150分

180分

30分

1560分

(ち¦紙3の1)

ss知症対応型共同生活介護事業所に係る外部ば価実施要領(ひな形)

[,ギ価機関の名称](以下、「当機関」という。)における。S知症対応お共同生活介運事業所の外部よ価の実施については、本実施要

領I 二定める。

1.地域密着型サピスの外部ば価の目的と基本方針

(各ぜ価機関においてな入)

分
分

g
 
�

I

分
分

s
 
s

分s

間



2.外部。利面の体系及びぼ価項目

別添1によるものとする。

なお、ぶ知症対応型共同生活介護事業所については、ぼ価を受ける事業所が複数のュ-ットで構成されている場合には、特別な事情が

ある場合を除き1下,3のふギ価手続はすべてのュニットについて行っら上で、最終的な評価は事業所全体を単位として行うものとする。

3.外部ぱ価の構成

外部ば価は、当機関の委嘱する複数の評価ゆ査員(モのうち.主となる。モ価額査員を主任。ギ価調査員とする。)によリ実施された「書

面禍査」と「ホ問よ査」の結果を総合した上で、当機関としての決定に基づき行ラ。

4.書面ゆ査

当機関は、事業所から外部評価の依頼を受けた場合にば、P斤定の手続きに基づき契約の締結、ぽ価手数料の受領を行った後に、「現況

ぼ査」と「自己評価ば査」を行うため、次の書面の提出を求める。

t1)事業所の運営概要が分かる書類

例えば、運営規程、利用契約書、重要事項ぶ明書、バンフレット等

(2)事業所のサーピス提供概要が分かる書類

例えば、介護e+画書’業務日訪の様式、職員勤務時間表.食事内容のな錄等

(3)自己ぜ価及び外部ぼ価結果(別紙4)

sj紙4の「1自己。平価及び外部評価結果」(外部,ギ価に係る旧入欄を除〈)についてミ3載したもの

なお、複数のユニットを持つ。s知症対応型共旧生活介護事業所の場合には.自己ぜ価に係る。3入欄について.各ユニットごとに作成し

たもの

(4)その他必要とホめる書類

例えば、運営推進会議の議事録等

前ぼの他、当機関は.ぱ価を適切に行うための情報収集を目的とし.様式により.事業P斤の利用者の家族に対するアンケート調査を実

施するものとする。アンケート③査を國送で行う場合には、個人情報保護の観点から、アンケトン査票の送付ば事業所が行い、回収を

当機関がbうものとする。

5.

(1)ホ問巧査は、書面よ査を実施した後に、評価画査員が事業所を。あ問し.別添1の。ギ価項目についてのば査を行うことにより実施す

る。 �

(2)ホ問よ査は原則として1日問とし、当ぶ事業P斤の運営状況の概要等について,ギ価よ査員全員が管理者等から或明を受けた後、現状の

確ぶ及び所定のぽ価頂目に関する状況の調査を行う。

(3)所定のポ査作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確巧をむい、ホ問よ査を終了する。

(4)緊急を要する事項(明らかな指定基準違反により、利用者に対するサーピスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、

評価調査員は、当機関を通じて市m村のキ日当部局に通報するなど、適切な対応を行ラ。

6.評価結果の確定

(1)主任評価調査員は、書面よ査及び,あ問讓査の結果を総合的にお断し、別添1の評価項目について、ホ問'査をbった評価よ査員全員

の合意によりば価をhい、遅滞な〈別紙4の「1自己ば価及び外部評価結果」を当機関あて提出する。

(2)当機関は、(1)の報告書の提出を受けたときは、。ギ価を受けた事業所に対して、郵送又は電子メールにより同報告書の写しを送付

し.意見がある場合には挙e正資料を添付した上で.当機関が定める日までに提出するkとができる旨を告知する。

(3)当機関ば.(2)の告知期間が桂過した後に、(1)の。ギ価結果を踏まえて当機関としてのば価結果を決定する。

また、。ギ価を受けた事業所から告知期問内に(2)の意見及び挙ぼ資料の提出があったときは、これを参酌して(1)のぜ価結果の内容を

検封し、当機関としての。ギ価結果を決定する。

ナこだし、いずれの場合にあっても、(1)の。ギ価結果又は評価を受けた事業所からの(2)の意見と挙ば資料について専門的な観点から審

査をむう必要があると判断したときは、。ギ価審査委員会(委員名簿.SI添4)を開催するものとし、モの審査結果を踏まえた上で、当機

関としての評価結果を決定する。

7.結果の通知等

当機関は、評価結果を決定したときは、これをぜ価を受けた事業所に通知ずるとともに.事業所から提出された別紙4の「2目標達

成こ+画」を求め、別紙4の「1自己。ギ価及び外部評価結果」と併せて、独立行政法人福祉医療機構が運営するひ昆祉保健医療情報ネッ

トワークシステム(WAMNET) Jに掲載する。

また、当該結果を,ギ価を受けた事業所に通知する際は、当。を事業所としての評価結果に関する事後の改善状況を「WAMNET」に掲

載する手続について.併せて情報提供するものとする。

8.その他

本実施要領は、。ギ価を受ける事業P斤からの求めに応じて開示するkととする。

(別添1)自已評価項目

(別添2)外部評価項目

(別添3)情報公開項目

(別添4)な価審査委員会委員名簿

*別添1̃別添3については.各都道府県において定めた項目を添付。

(別紙3の2)

「。s知佳対応お共B生活介護事業所」におけるサーピスの質の。キ価に関する業務委ま契約書(参考例)

[事業者名をミ0載](以下「甲」という。)と[外部ば価を行う。ギ価機関名をミ3載](以下「乙」という。)は、「指定地域密着型

サーピスの事業の人員、設備及び運営に関ずる基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第の条第7頂に定める「指定ぶ知症対応型共同生

活介速の貿のば価」の一環として行われるサピスの質の外部評価(以下「外部ば価」という。)について.次のとおり委3契約を締結

する。

(業務委。モ)

第1条甲は、自ら運営する[事業所名をぼ載]の外部。ギ価に関する業務を乙に委。モし、甲は乙に対して、乙が定めるとkろによる。平価手

数料を支払う。

(協力義務)

第2条乙は、[ぽ長通知]に沿って定める外部ぼ価の実施要領(以下「実施要領」とし、う。)に基づき、[事業P斤名を記載]における

サーピス提供等について外部評価を行うものとし.甲は乙の外部。ギ価の業務につき必要な資料を提供するほか、。ギ価業務に全面的に協力

する義務を負う。

(書面過査の詞査票作成及び提出) �

第3条甲は.実施要領に基づ〈書面調査のぼ査票を作成し、乙に提出する。

(外部評価結果報告書の送付)

第4条乙は、外部,ギ価結果報告書を作成し.甲に送付する。

(eギ価手数料)



第5条甲は乙に対し、実施要領に基づ〈。ギ価手数料として金00000円を支仏う。

(ば価手数料の支払方法)

第6条甲は乙に対し、評価手数料のうち金00000円を申込金として、乙からま求のあった日の翌日から14日以内に支払い、残金は、

。ち問適査実施決定の通知が甲に送達された日の翌日から14日以内に支払う。

2甲は、前項のホ価手数料を.乙が指定する銀行口座に振込送金ずる。

(契約の解除等による措置)

第7条甲は.書面調査票を提出した後、外部評価報告書が策定されるまでの間に、甲の都合により本契約を解除するkとができる。

2甲が、書面調査票を提出した後、甲に起因する事情によりホ問筑査を辞退した場合には、乙は甲が本契約を解除したものとみなすこと

ができる。

3乙は、甲が第5条及び第6条に定める評価手数料を支払わない場合モの他本契約上の協力義務を履bしない場合は.一定の期間を定め

て催告したうえ、本契約を解除することができる。

4前3頂の事由に基づき本契約が解除された場合、乙は甲に対し.支払い済みの申込金は返違しない。なお、その他の部分については、

委。モされた業務の執行状況に基づき、乙の算定により支払い済みの。平価手数料の一部を返逼する。

(不可杭力による契約の終了)

第8条天災地変その他甲乙双方の責に帰することができない事由によって、この契約の全部又は一部が履行不能になったときは.この契

約は、その部分について効力を失う。

2前項の場合には.甲の支払済み,ギ価手数料に対する乙の取扱いは前条第4項なお書の例による。

(秘密の保持)

第g条乙は、甲より提出された資料について善良なる管理者の注意を持って保管するものとする。また、乙は.第1条に規定する業務遂

行上知り得た機密事項を他に漏らしてばならない。

(別途協議)

第10条この契約に定めのない事項については.甲乙双方協。-の上定める。

この契約の成立を。正するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

年月日

(委3者)甲[事業者の名称.住所、代表者の名前 ]

(受ま者)乙[ば価機関の名称、住所、代表者の名前]

(別紙4)

1自己。ギ価及び外部評価結果

【事業所概要(事業所。3入)】

業所番号

法人名

事業所名

所在地

自已評価作成日

作成日 平成年月 日

3価桂果ホ町村受理日

炎事業所の基本情報は、介まサーピス情報の公表制度のホームペジで閲覧して〈ださい。

基本情報リンク先URL

【・ギ価機関概要(・ギ価機関aH入)】

所在地

訪問ぼ査日

【事業所が特に力を入れている点■アピールしたい点(事業所。0入)】

【外部,ギ価で確SSLた事業p斤の優れている点.ェ夫点(ぼ価機関ミ3入)】

自

己

�

価

項 目

外

部

@

価

理念に基づ〈運営

1 o理念の共有と実践

地域密着型サーピスの意義を揺まえた事業p斤理念をつ

〈リ、管理者と職員は、モの理念を共有して実践につな

げている

2 o事業所と地域とのつきあい

キj用者が地域とつながりながら暮らし続ナられるよ

う.事業所自体が地域の一員として日常的し交流してい

る

o事業所のガを活かした地域貢献

事業所は、実践を通じて積み上げている,3知走の人の

理解や支援の方法を、地域の人々に向けて活かしている

3 o運営推進会議を活かした取組み

自己。T価

実施状況 実施状況

外部g価

次のステップIこ向けて期待

したい内g



運営推進会,義では、利用者やサーピスの実際、評価へ

の取y組み状況等について報告やまし合いをbい、そこ

での意見をサピス向上に活かしている

4 oホm村との連携

市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所の実

情やケアサピスの取組みを積梓的に伝えながら、協力

関係を築くようIこ取り組んでいる

5 o身体拘束をしないケアの実践

代表者及び全ての職員が「指定地域密着里サーピス指

定基準及び指定地域密着型介遂予防サーピス指定基率に

おける�止の対象となる具体的なb為」を正し〈理解し

ており1玄関の施錠を含めて身体拘まをしないケアI 二取

り粗んでいる

o虐待の防止の撒底

管理者や職員は.高鈴者虐待防止法等について学ぶ機

会を持ち、利用者の自宅や事業所内での虐待が見過ごさ

れることがないよう注意を払い、防止に努めている

o権利擁迷に関するまI度の理解と活用

管理者や職員は.日常生活自立支援事業や成年後見制

度について学ぶ機会を持ち、個々の必要性を関係者と括

し合い.モれらを活用できるよう支援している

o契約に関する説明と納得

契約の締結.解約又は改定等の際は、利用者や家族等

の不安や疑問点を尋ね、十分なホ明をbい理解・納得を

図っている

6 o運営に関する和用者、家族等意見の反映

禾J用者や家族等が意見、要望を管理者や職員並びIこ外

部者へ表せる機会をよけ、それらを運営に反映させてい

る

7 o運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や提案を

聞く機会を段け、反映させている

o就業環境の整備

代表者は、管理者や職員個々の努力や実植、勤務状況

を把握し.給与水率.労働時間.やりがいなど、各自が

向上心を持って概けるよう職場環境.条件の整備に努め

ている

o糖員を育てる取組み

代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実際と力

畳を把握し、法人内外の研修を受ける機会の確保や、働

きながらトレーニンゲしてい〈ことを進めている

o同業者との交流を通じた向上

代を者は、管理者や職員が同業者と交流する機会をつ

くリ、ネットワークづくりや勉強会.相互よ問等の活動

を通じて、サーピスの質を向上させてい〈取組みをして

いる

安心とjn頼に向けた関係づくりと支援

o初期に築〈本人との信頼関係

サーピスの利用を開始する段階で.本人が困っている

こと、不安なこと、要望等Iこ耳を條けながら.本人の安

心を確保するための関係づくりに努めている

o初期に築く家族等とのに頼関係

サーピスの利用を開始する段階で、家族等が困ってい

ること.不安なこと.要望等Iこ耳を傾けながら.関係づ

くリIこ努めている

o初期対ホの見禪めと支援

サーピスのキj用を開始する段階で、本人と家族等が

「その時」まず必要としている支援を見禪め、他のサー

ピス利用も含めた対応Iこ努めている

o本人と共¦二過ごし支え合う関係

職員は.本人を介達される一方の立場に置かず、暮ら

しを共にする者同±の関係を築いている

o本入と共に支え合う家族との関係

職員は.家族を支援される一ちの立場に置かず、本人

と家族の紳を大切Iこしながら.共に本人を支えていく関

係を築いている

8 og染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた細染みの人や場所との

関係が途切れないよう.支操し努めている

oキI用者同±の関係の支擾

禾I用者同±の関係を把握し、一人ひとりが孤立せずに

利用者同士が関わり合い.支え合えるような支操に努め

ている

o関係を断ち切らない取組み

サーピス利用(契約)が終了しても、これまでの関係

性を大切Iこしながら、必要Iこ応じて本人.家族の経過を

フオローし、相談や支援Iこ努めている

その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

a
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27

28

29

32

23 9 o思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握I二努

めている。困難な場合は.本人本位に検せしている

24 oこれまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴やぼ染みの暮らしち.生活環境.

これまでのサーピスキI用の経過等の把握に努めている

25 o暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方.心身状態.有する力等

の現状の把握に努めている

26 10 oチームでつくる介ま。+画とモニタリンヴ

本人がより良く暮らすためのぼ題とケアのあリ方につ

いて、本人、家族、必要な関係者とぶし合い.それぞれ

の意見やアイディアを反映し、現状Iこ即した介。隻。+画を

作成している

o個glの記録と実践への反映

日々の横子やケアの実践.結果.気づきやェ夫を個引

な錄に記入し、職員間で情報を共有しながら実践や介ま

客+画の見直しIこ活かしている

0人ひとリを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況、その時々Iこ生まれるニーズIこ対応

して.既存のサピスに捉われない、柔軟な支援やサー

ピスの多機能化に取り組んでいる

o地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握し、

本人が心身の力を発揮しながら安全で宝かな春らしを楽

しむことができるよう支模している

11 oかかりつけ医の受診診断

受さは、本人及び家族等の希望を大切にし.納得が得

られたかかりつけ医と事業所の関係を築きながら、適切

な医療を受けられるようIこ支操している

o看,g職員との協働

介護職員は.日常の関わりの中でとらえた情報や気づ

きを、職場内の看速職員やホ問看,塞師等に伝えて相談

し.個々の利用者が適切な受診や看ぶを受けられるよう

I 二支援している

o入退院時の医療機関との協勉

利用者が入院した際、安心して治療できるように、ま

fc.できるだけ早期に退院できるように、病院関係者と

の情報交換や相,gに努めている。又は.そうした場合Iこ

備んて病院関係者との関係づくりをi了っていろ。

33 )2 o重度化や終末期Iこ向けた方針の共有と支援

重度化した場合や終末期のあり方Iこついて、早い段階

から本人.家族等と。モし合いをbい、事業所でできるこ

とを+分にば明しながら方針を共有し.地域の関係者と

共にチームで支援に取り賴んでいる

34 o急変や事故発生時の備え

禾j用者の急変や事故発生時Iこ備えて、全ての職員は応

急手当や初期対応のボ練を定期的に行い、実践力を身に

付けている

35 13 o災害対策

火災や地震.水害等の災害時に.@夜を問わずギI用者

が避難できる方法を全職員が身I二つけるとともに.地域

との協力体制を築いている

IVその人らしい暮らしを続けるための日々の支操

36 14 o̶人ひとりの人格の尊重とプライパシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇yやプライパシーを損

ねないミ葉かけや対応をしている

oキI用者の希望の表出や自已決定の支按

日常生活の中でホ人が思いや希望を表したリ・自已決

定できるようIこ働きかけている

o日々のモの人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するのではなく、人ひ

とりのペースを大切にし、その日をどのようI二過ごした

いか、希望にそって支援している

o身だしなみやおしやれの支援

その人らしい身だしなみやおしやれができるようI-支

操している

40 15 o食事を楽しわことのできる支援

食事が楽しみなものI 二なるよう.人ひとりの好みや

力を活かしながら.利用者と職員が一緒¦こ準備や食事、

片付けをしている

o栄養摂取や水分確保の支援

食べる畳や栄養バランス・水分量が日を通じて確保

できるよう、人ひとりの状態や力.習慣にホじた支援

をしている

o 口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよう.毎食後.一人ひ

とりの口腔状態や本人の力Iこボじた口腔ケアをしている

37

8

39

41

42



o排池の自立支援

排唯の失敗やおむつの使用を滅らし、一人ひとリの力

や排池のバタン、習慣を活かして、トイレでの排港や

排池の自立に向けた支援を行っている

o便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物のェ夫や運

動への働きかけ等、個々にホじた予防に取り組んでいる

o入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミンダIこ合わせて入浴を楽し

めるように、職員の都合で曜日や時問帯を決めてしまわ

ずに、個々に応じた入浴の支援をしている

o安眠や休息の支操

一人ひとyの生活習慣やその時々の状況に応じて、休

息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支援している

o服薬支操

人ひとりが使用している藥の目的や昆I作用.用法や

用畳について理解しており、服藥の支援と症状の変化の

確認に努めている

o役割、楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一人ひ

とりの生活歴や力を活かした役害L晴好品、楽しみご

と.気分転換等の支援をしている

o日常的な外出支援

一人ひとyのその日の希望I二そって.F外に出かけら

れるよう支援Iこ努めている。また、普段はbけないよう

な場所でも、本人の希望を把握し.家族や地域の人々と

協力しながら出かけられるように支摸している

oお金の所持や使うことの支操

職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解してお

り、一人ひとりの希望や力Iニホじて、お金を所持したり

使えるように支摸している

o電ぼや手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電まをしたり.手紙のや

り取リができるようIこ支援をしている

o居心地のよい共用空間づくり

共用の空間(玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、

トイレ等)力g、利用者Iことって不快や混乱をまねくよう

な刺激(音、光、色、広さ、溫度など)がないようIこ配

慮し、生活感や季節感を採り入れて、居心地よく過ごせ

るよラなェ夫をしている

o共用空間Iこおける一人ひとりの居場所づくリ

共用空問の中で.独りになれたリ・気の合った利用者

同士で思い思いに過ごせるような居場所のェ夫をしてい

る

o居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まyの部屋は.本人や家族と相,gしな

がら.使い慎れたものや好みのものを活かして.本人が

居心地よく過ごせるようなェ夫をしている

o̶人ひとりの力を活かした安全な環境づくり

建物内部は一人ひとりのrできること」や「わかるこ

と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活が送

れるようにェ夫している

トカム項目

56
職員は.キI用者の思いや願い、暮らし方の意向を掘んでいる

(参者項目：23. 24. 25)

57
キI用者と職員が一緒にゆったリと過ごす場面がある。

18, 38)

58
禾I用者は.人ひとりのペースで暮らしている。

(参考項目：38)

59
利用者は、職員が支操することで生き生きとした表情や姿がみられている

(参考項目：36. 37)

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけている

: 49)

61ギ]用者は.健康管理や医療面、安全面で不安な〈過ごせている。

1.ほぼ全ての利用者の

2.利用者の2/3 くらいの

3.利用者の1/3 くらいの

4ほとんど個んでいない

1.毎日ある

2.数日に1回程度ある

3.たまにおる

4ぼとんどない

1ぼぼ全ての利用者が

2.利用者の2/3 くらいが

3.利用者の1/ 3 くらいが

4.ほとんどいない

1.ほぼ全ての利用者が

2.キI用者の2/3 くらいが

3.キj用者の1/ 3 くらいが

4.ぼとんどいない

1ぼぼ全ての利用者が

2ギI用者の2/3 くらいが

禾¦用者の1/ 3 くらいが

.ほとんどいない

.ほぼ全ての利用者が

3
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(参考項目：30. 3))

キJ用者は-その時々の状況や要望に応じた柔軟な支操によリ・安心して暮らせ

62 ている。

(参考項目’28)

職員は.家族が困っているkと、不安なしと、求めていることをよ〈聴いてお

り、信頼関係ができている。

63 (参考項目：9, 10.1の

66

通いの場やゲルプホムしぎ染みの人や地域の人々がホねてまている。

: 9. 10. 19)
64

運営推進会達を通して.地域住民や地元の関係者とのつながりの拡がりや深ま

りがあり.事業所の理解者や応援者が増えている。

65 (参考項目：4)

職員ば.活き活きと働けている。

(参考項目.11.1の

67 職員から見て、利用者はサーピスにおおむね満足していると思う。

68 職員から見て、キI用者の家族等はサーピスにおおわね満足していると思う。

2.利用者の2/3 くらいが

3.ギI用者の1/3 くらいが

4.ぼとんどいない

1.ぼぼ全ての利用者が

2.利用者の2/3 くらいが

3.利用者の1/3 くらいが

4.ほとんどいない

1.ほぼ全ての家族と

2.家族の2/3 くらいと

3.家族の1/3 くらいと

4.ぼとんどできていない

1.ぼぼ毎日のように

2 数日に1回程度ある

3.らまIこ

4.ほとんどない

1.大いIこ増スている

2 少しずつ増んている

3.あまリ増えていない

4.全くいない

1.ほぼ全ての職員が

2 職員の2/3 (らいが

3職員の1/3 くらいが

4 ほとんどいない

1ぼぼ全ての利用者が

2キI用者の2/3 くらいが

3.ネI用者の1/3 くらいが

4.ほとんどいない

1.ほぼ全ての家族等が

2.家族等の2/3 <らいが

3.家族等の1/3 くらいが

4.ほとんどいない

2目標達成。+画

【目標達成s+画】

先項目

J眉位番号

B

現状における

問題点、課題
目 標

目標連成に向けた

具体的な取組み内容

目標達成に

要する期間

3

美施段階

サーピスg価の事前準備

注1)項目番号欄には、自己評価項目の番号を,B入すること。

注2)項目数が足yない場合は、行を追加するkと。

サーピス評価の実施と活用状況

事業所の外部。ギ価の実施と活用状況について振り返ります。

「目標達成プランJを作成した時点で。B入します。

【サピス。ギ価の実施と活用状況についての振り返り】

取リ組んだ内容

(1g当するものすべてしo印)

①連営者.管理者、職員でサーピスざ価の意義についてぜし合った

②利用者へのサピスぼ価についてま明した

③利用者家族ヘサーピス評価や家族アンケトのねらいをぶ明し.協力をお願いした。

④運営推進会,義でサーピス巧価をね明するとともに、どのように』価機関を選択したかIこついて

報告した

⑤その他( )

①自已評価を職員全員が美施した

②前回のサーピス評価で揭げた目標の達成状況Iこついて.職員全員でせし合った

③自己。ギ価枯果をもとに職員全員で事業所の現状と次のステップに向けた具体的な目標について

ぼし合った。

④評価項目を通じて自分たちのめざす良質なケアサーピスしついて話し合い、意識統一を図った

⑤その他( )

①普段の現場の具体を見てもらったり、ヒアソングで日頃の実践内容を聞いてもらった

②ぶ価項目のねらいを賠まえて.こギ価⑤査員と率直に意見交換ができた

③対話から.事業所が努力.ェ夫しているとしろを確,sしたり.次のスTップに向けた努力目標

等の気づきを得た

2 自己。ギ価の実施

3 外部評価(訪問巧査当日)



評価結果(自己。ギ価、外部詳価)

の公開

5 サーピス評価の活用

④その他( )

①運営者、職員全員で外部ぶ価の結果について話し合った

②利用者家族にぶ価結果を報告し、その内容についてせし合った

③市区町村へ3価枯果を提出し、現場の状ミ兄を話し合った

④運営推進会■義でぜ価結果を報告し、その内容について。モし合った

⑤その他( )

①職員全員で次のステップに向けたンモし合い.「目標達成プラン」を作成した

② 「目標達成プラン」を和用者.利用者家族や連営推進会違へま明し、協力やモニター依賴した

(する)

③「目標達成プラン」をホm村へ説明し提出した(する)

④「目標達成プラン」にgiり、目標を目指して取リ組んだ(取り組む)

⑤その他( )

(様式)

利用者家族等アンケート用紙

以下の質問について、グループホーム(以下「事業所」という。)を利用されているご家族(本人)について旧います。当てはまる番

号にoをつけてください。

(1)職員は、ご家族の困っているkと.不安、求めていること等のまをよ〈聞いていますか？

1.よく聞いて〈れる 2.まあ聞いて〈れる

3.あまり聞いてくれなし、 4.全く聞いて〈れない

(2)事業所でのご本人の暮らしぶりや健康状態、金銑管理、職員の異動等について、ご家族に報告がありますか？

1.よ〈ある 2.ときどきある3.ぼとんどない4.全くない

(3)職員は、ご本人の介迷。+画をご家族にわかりやす〈ホ明し、一緒に、内容に関ずるはし合いをしていますか？

1.説明を受け一緒Iこなし合っている

2.ぶ明は受けたがホし合っていない

3. ☆明もぼし合いもない

(4)職員は、ご本人の思いや願い、要望等をわかってくれていると思いますか？

1.よ〈理解している 2.まあ理解している

3.理解していない 4.わからない

t5)職員は, ご家族やご本人のその時々の状況や要望に合わせて、柔軟な対応をしていますか？

1.よ〈対応して〈れる 2 まあ対応してくれる

3.あまり対応してくれない 4 全く対応して〈れない

t6)事業所のサーピスを利用することで、ご本人の生き生きとした表情や姿が見られるようIこなりましたか？

1.よ〈見られる 2ときどき見られる

3.ほとんど見られない 4.わからない

(7)ご本人は、職員に支援されながら.戸外のそ了きたいとkろへ出かけていますか？

1.よく出かけてし、る 2.ときどき出かけている

3.ほとんど出かけていない 4 .わからない

(8)事業所のサーピスを受けていて、健康面や医療面、安全面について心配な点はないですか？

1.全〈ない2.あまりない3.少しある4 .大いにある

(9)通いの場やダループホームは、ご家族が気軽に。ちねてむきやすい雰囲気ですか？

1.大を行きやすい 2.まあむきやすい

3.むき難い 4 .とても行き難い

(10)ご家族から見て、職員は生き生きと働いているように見えますか？

1.全ての職員が生き生きしてし、る

2.一部の職員のみ生き生きしている

3.生き生きしている職員はいない

(11)ご家族から見て、ご本人は今のサーピスに満足していると思いますか7

1.満足していると思う 2.どちらともいえない

3.不満があると思う 4.わからない

りのご家族は、今のサーピスに満足していますか7

1.大愛満足している 2まあ満足している

3.少し不演がある 4.大いに不満がある

華利用されている事業F斤の良い点、優れている点などをご自由にお書き下さい。

・利用されている事業p斤に改善して欲しい点、気になる点などをご自由にお書き下さい。

ご協力ありがとうございましナニ。


